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学校関係者評価委員会報告

令和 3 年度 項⽬別の⾃⼰評価表に基づき、下記のとおり学校関係者評価を実施したので、その
結果を報告します。

記

1. 学校関係者評価委員

① 岩元 健朗 (岩元鍼灸院接⾻院 院⻑)
② ⼤⽵ 健⼀ (株式会社ケッズトレーナー 代表取締役)
③ ⽯川 慎太郎 (東京有明医療⼤学 准教授)
④ 吉﨑 正恒 (東京都⽴ 東⼤和⾼等学校)
⑤ 鈴⽊ 康成 (健康堂整⾻院 総院⻑)
⑥ 星野 博⼦ (株式会社キノワ 代表取締役)
⑦ 深澤 栄⼀ (⼩渕沢治療室 院⻑)

2. 学校関係者評価委員会の開催状況

令和 4 年 7 ⽉ 18 ⽇(⽉・祝) 於 東京医療専⾨学校 四⾕本部校舎 1 号館

3. 学校関係者委員会報告

別紙のとおり
以上



別紙 
項⽬別の評価について 

 
 

1. 教育理念・⽬的・育成⼈材像 

 
教育理念、⽬的、⼈材育成像等は教務規程に定められており、学校案内、ホームページ、在校⽣

⽤冊⼦（学修の⼿引き）等で広く周知されている。 
育成⼈材像は、外部⼈材から構成される教育課程編成委員会にて業界の求める⼈材像を聴取し教

育に反映するとともに、企業等の協⼒を得て実習を実施している。また、平成 26 年 3 ⽉に職業実践
専⾨課程の認定を受けている。 

中期的な将来構想として第三者評価の受審に向けた準備が進められており、今後の教育の質の担
保に向けた取り組みが期待される。 
 
 

2. 学校運営 

 
学校運営は理事会及び校⻑会の決定に基づいて⾏われており、事業計画に定められた運営⽅針に

従って運営されている。 
設置法⼈の運営組織は寄付⾏為に規定された理事会及び評議委員会で構成されており、学校運営

の組織は学則及び組織規程に基づいて運営されている。各校における意志決定は、教務会の議を経
て校⻑が決定している。 

⼈事・給与については、新しい⼈事評価制度の導⼊に向けた試⾏が継続されていたが、令和 3 年
度に⼈事評価マニュアルが作成されたことを確認した。教職員の適正な評価と⼈材育成、ひいては
組織の活性化に繋がることを期待する。 

情報システム化については、学園 3 校を繋ぐ学内ネットワークが構築されており、学⽣募集、就
職⽀援及び経理処理等についてオンラインシステムが導⼊され、業務の効率化や教職員間の情報共
有化が図られている。情報セキュリティへの対応については、インターネットの出⼊⼝にセキュリ
ティ機器が設置され常時モニタリングされており、外部からの攻撃や学内からの情報漏洩に対して
対策されていること、及び情報システムに係る⼩委員会の⽬的及び概要について確認した。 

個⼈情報管理及びリスク対応教育を徹底され、引き続き安全な学校運営を⽬指していただきた
い。 
 
 

 



 

3. 教育活動 

 
教育活動は教育⽅針及び育成⼈材像等に基づき展開されており、教育課程編成委員会を年 2 回開

催することにより、業界のニーズに合致するよう課程毎に授業科⽬や教育内容等を⾒直している。 
教育⽬標、教育⽅針及び育成⼈材像等については、ホームページ・学校案内・在校⽣に配布する

学修の⼿引き等により広く周知されており、具体的な到達⽬標及び授業計画については、シラバス
において明⽰されている。学外臨床実習については 140 箇所以上の協⼒施設と協業し展開されてお
り、臨床現場における業務知識や技能の実際を学んでいること、及び就職活動の⼀助となっている
ことを評価する。なお、教員及び講師の専⾨を活⽤したゼミナール、及び斯界有識者による特別授
業については、令和 3 年度は前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、トレーナ
ーコースや⼥性のためのウェルビーイングゼミなど⼀部を除いて中⽌としたことを確認した。 

授業評価については、学⽣による授業評価アンケート及び学⽣満⾜度調査を毎年度実施し、学科
ごとに教育活動の把握に取り組んでいることを評価する。 

成績評価及び進級・卒業の認定は学則及びディプロマポリシーに基づいて適正に⾏われており、
資格取得の指導体制も万全である。令和 3 年度には学⼒不良による退学対策として、在校⽣、卒業
⽣から学習法を学ぶ補習を試⾏し、成績向上に寄与があったことを評価する。国家試験不合格者に
対する⽀援体制については、国家試験予備校 Kuretake 塾を運営し本学園卒業⽣のみならず他校卒業
⽣についても受け⼊れており、国家試験合格率は既卒者全国平均を⼤きく上回っている。 

教員の資質向上については、学園内に設置された教育センターによる FD 活動、学校協会主催の
教員研修会、学会・業団等の勉強会に組織的に参加し、教員の能⼒開発に努めている。 

 
 

4. 学修成果 

 
就職については、新型コロナウイルス感染症対応のため規模縮⼩とはなったが、合同企業相談会

の実施により継続的に⽀援が⾏われており、令和 3 年度卒業⽣の就職率は 98.0％と⾼い数値になっ
ている。国家試験終了後の 3 ⽉に企業相談会を実施するなど、就職先の確保までを教育に組み込む
施策を評価する。また、就職⽀援システムの概要について確認した。 

国家資格の取得については、遠隔授業を駆使しつつ全員合格を⽬標として国家試験の対策と指導
を⾏い、また国家試験予備校である Kuretake 塾で培われた知⾒を卒前教育に反映したが、令和 3 年
度卒業⽣の国家試験合格率は、あん摩マッサージ指圧師 98.3％、はり師 91.5％、きゅう師 90.4％、
柔道整復師 75.5％と、学科によっては全国平均を下回る結果であったため、国家試験対策を改善す
ることを求める。なお、鍼灸マッサージ教員養成科については、卒業年次に⾏われる臨床能⼒評価
試験に全員が合格したことを確認した。 

卒業⽣の社会的評価の把握については、校友会組織である「呉⽵会」、就職先及び実習先との連
携や卒業⽣の広報取材、関係団体が主催する学術⼤会等を通じて進められている。また、卒業時期
に、学校協会の進路状況調査とあわせて学校独⾃の進路状況調査を⾏っていることを確認した。 

 



 

5. 学⽣⽀援 

 
進路・就職に関する⽀援体制については、学⽣の主体的な就職活動を推進するべく学⽣⽀援室及

び臨床教育研究センターを設置していることを確認した。治療院や業界等との連携を通じて、採⽤
情報や卒業⽣の活躍情報等を積極的に吸い上げ、学内で共有し就職指導に活⽤していただきたい。
⾼校卒業⾒込みにて⼊学するような若い学⽣に対しては、初年次教育に注⼒していただくととも
に、⼊念な個別対応を通じて⾃⼰理解及び職業理解を深め将来像を明確にできるよう導いていただ
きたい。 

退学率については、成績不良や出席不良に端を発し退学することが散⾒されるため、担任制を採
⽤し⼊学後及び進級後のタイミングで個々の学⼒を把握し、個別⾯談及び補習等の対策が⾏われて
いることを確認した。令和 3 年度の退学率は全体で 6.0%であったが、特に柔道整復科Ⅰ部の退学率
は 10％を超えており、また、1 年次における退学が例年よりも多くあった旨報告があった。学修⾯
の⽀援はもちろんのこと、⽬標を⾒失ったり学校⽣活で孤⽴したりしないように、クラス内での⽬
標の共有及びコミュニケーション促進のため、学び⽅補習や課外活動への参加を促していることを
確認した。また、次年度に向けた取り組みとして、企業の退職者対策を参考にした導⼊教育（マイ
ンドセット）の検討が始まった旨確認した。 

学⽣相談に関する体制については、学年ごとに担任・副担任が置かれており、学⽣が相談しやす
いよう複数の教員で対応できる体制が整っている。なお、姉妹校で導⼊予定である学⽣の⼼理的な
ケアに関する専任カウンセラーの設置については、カウンセラー募集の⾻⼦が定められ次年度の令
和 4 年度より実施されることを確認した。 

経済的⽀援体制については、独⾃の奨学⾦制度、授業料減免制度、特待⽣制度が設けられている
ほか、国が⾏う専⾨実践教育訓練給付制度（令和 3 年度の給付対象学科は、鍼灸マッサージ科Ⅰ
部、鍼灸科夜間特修コース、柔道整復科夜間特修コース及び鍼灸マッサージ教員養成科）及び⾼等
教育の授業料等負担軽減制度（⼤学等の修学⽀援に関する法律）の認定を受けていることを確認し
た。 

学⽣の健康管理については、法令に基づき毎年度健康診断及びレントゲン検診が⾏われている。
また、校内や実習先における事故に備え、学⽣傷害災害保険及び医療分野賠償責任保険に加⼊させ
ている。 

保護者との連携については、新型コロナウイルス感染症のため保護者会が開催されなかったこと
を確認した。若年層の⼊学者⽐率が年々⾼まっている現況においては、保護者との定期的な交流を
通じて教育活動の課題等について意⾒交換を⾏うといった相互理解が必要であると⾔えるため、次
年度の保護者会開催について検討を望む。 

卒業⽣への⽀援については、新型コロナウイルス感染症感染拡⼤のため、例年開催されていた校
友会組織である呉⽵会が主催する講演会及び懇親会、及び卒後臨床研修講座が中⽌となったが、医
学会はオンライン形式にて開催した。⼀⽅、産学連携による卒業後の再教育プログラムとして、鍼
灸関係の職能団体・学会・教育機関等が協働設⽴した任意団体に専任教員を派遣している。新型コ
ロナウイルス感染症の動静を窺いつつ、感染防⽌策を講じた上で平常化を⽬指されることを望む。 

 



 

6. 教育環境 

 
校舎の施設・設備は、設置基準及び関係法令に基づき、教育上必要な備品が備えられている。平

成 30 年 3 ⽉には新校舎として四⾕本部校舎 5 号館が竣⼯し、令和元年（平成 31 年）3 ⽉には新校
舎として四⾕本部校舎 1 号館が竣⼯した。また、令和２年度に代々⽊校舎の Wi-Fi 環境が整備され
たことにより、すべての校舎において遠隔授業の環境が構築されていることを確認した。なお、四
⾕本部校舎群における新校舎建設について、計画通り令和 6 年度（2024 年度）中の引き渡し予定で
進⾏していることを確認した。 

学外実習については、法令改正後速やかに学外臨床実習の指導者を養成する講習会を開催したこ
とにより学外施設との連携を強化し、学⽣の臨床実習の充実に資するべく 140 箇所以上の協⼒施設
と協業し展開されていることを評価する。また、新型コロナウイルス感染症蔓延のため前年度は実
施しなかった上海中医薬⼤学への短期留学について、令和３年度はオンライン形式にて開催し、150
名以上の参加があった旨確認した。 

安全管理体制については、学校安全計画に基づいて適切に管理されている。消防計画に基づいて
防災訓練が実施されていることと、災害⽤飲料⽔、⾮常⾷及び防災⽤品が各校舎に備蓄されている
ことを確認し、令和３年度は新型コロナウイルス感染症対応として放送訓練及び模擬訓練を実施し
たことを確認した。消防計画、防犯体制の⾒直し、地震対策については、継続的に検討していただ
くことを望む。 
 
 

7. 学⽣の募集と受⼊れ 

 
学⽣募集は、東京都専修学校各種学校協会の⼊試倫理要綱に従って適切に実施されている。 
ホームページ更改、募集⽀援システム導⼊、各種ＳＮＳの更新、学校案内の更新、ＷＥＢ媒体の

導⼊等を活⽤して積極的に情報発信がなされていることは評価できる。⼀⽅で、新型コロナウイル
ス感染症感染拡⼤に伴い、⾼校進路ガイダンスへの参加及び指定校をはじめとする⾼校進路指導部
への訪問は回数が減少したこと、また緊急事態宣⾔期間中のオープンキャンパス、学校説明会及び
個別学校⾒学は中⽌またはオンライン形式による開催といった対応が⾏われたことを確認した。ま
た、志願者が⾃⾝のスマートフォンやパソコンを⽤いてオンラインで個別に相談できるシステムが
運⽤されていることを確認した。また、令和 3 年から⼊学者特待⽣奨学制度が新設され、学⼒試験
により特待⽣対象者を選考し、後期授業料において減免することを確認した。 

今後も受験⽣の増加を⽬指し、他校との差別化、付加価値の提供、活躍する卒業⽣の広報活⽤及
び⼊学前の教育プログラム提供についてもしっかりと検討していただき、受験⽣の確保に努めてい
ただきたい。また、受験者減によって⼊学者の学⼒⽔準の担保が年々難しくなっているため、⼤学
等で導⼊される⼊学試験の⼿法について検討を求める。なお、インターネット出願システムは、出
願⼿続きが簡便となり受験者増につながることが想定されるため、継続されることを望む。 
 



 

8. 財務 

 
財務状況については、情報公開規定に基づき、監査法⼈および理事会の監査を経てホームページ

に公表されているが、借⼊⾦は 100 周年記念事業の⼀環として進められている新校舎建替え費⽤で
あり、この経費を除くと経常収⽀は収⼊超過となっているが、負債については流動資産を充分に備
えていることから返還可能であることを確認した。養成施設の過剰供給、少⼦化、⾼等教育の修学
⽀援新制度を利⽤した⼤学等への進学希望者の増加、社会⼈の⼊学志願者の減少等の理由による学
納⾦収⼊減のため収⽀差額は減少傾向にあるものの、依然として財務基盤は安定していると⾔え
る。 

平成 30 年のカリキュラム変更に伴い経費負担が増加していることから、平成 31 年度（令和元年
度）より学納⾦体系が変更されたが、近年⼊学者数の減少等により減収傾向にあるため、収⼊の確
保（⼊学者増を⽬指した募集活動及び退学者減を⽬指した学⽣対応）と経費節減について今後も注
⼒されることを希望する。 
 
 

9. 法令等の遵守 

 
学校運営は関係法令に基づいて適切になされている。また、⾼等教育修学⽀援新制度の対象校と

して認定された過程において、情報公開が⼀段と進められたことを評価する。 
外部講師による研修を通じて、コンプライアンス、ハラスメント及び個⼈情報の取り扱いについ

て教職員の啓発を⾏っていること、及び教職員に対する情報セキュリティに関する意識調査が⾏わ
れる予定であることを確認した。特に個⼈情報保護に関しては、個⼈情報保護規程に基づきデータ
の取り扱い等のルールを策定し運⽤するとともに、ホームページにプライバシーポリシーを公開し
ていることを確認した。また、E メール送信時の確認設定が、全教職員のメーラーに設定された旨
確認した。 

インターネットセキュリティについては、サーバーに専⽤のセキュリティゲートを設置し、外部
からの不正アクセスやデータの流出を防いでいる。また、ホームページの安全性を担保するため、
セキュリティ認証（SSL 化）を⾏ったことを評価する。 

学校評価については、⾃⼰点検⾃⼰評価の結果に基づいて学校関係評価が実施され、教育活動及
び学校運営の改善の取り組みが⾏われている。また、その結果についてホームページに公開してい
ることを確認した。 
 
 

 



10. 社会貢献・地域貢献 

 
学校附属の 3 施術所（鍼灸科・柔道整復科・鍼灸マッサージ教員養成科）にて年間延べ 10,000 ⼈

の外来患者を受け⼊れしていることと、リンパ浮腫講習会及び救急救命講習会といった医療関係者
及び教員等の研修会場として学校施設を提供していることを評価する。 

新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み令和 3 年度は中⽌となったが、これまでは国際交流とし
て上海中医薬⼤学への短期留学（1 週間程度）が毎夏実施されており、医学部にて⼈体解剖を⾏う解
剖コースをはじめ３コースが設定されていた。次年度については、オンラインによる開催を計画し
ていることを確認した。 

学⽣のボランティア活動については、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、例年⾏っていた
東京ヤマソン、新宿シティマラソン、新宿区⼦ども家庭⽀援センター等におけるボランティア活動
が中⽌となった⼀⽅で、神奈川県体育協会主催の陸上競技⼤会及び東京オリンピックにおけるボラ
ンティア活動に参加されたことが確認された。また、学園祭の開催を中⽌し、チャリティー鍼灸及
びストレッチ体験といった施術サービスも⾏われなかったこともあわせて確認された。 

 
 

以上 


